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大規模稲作経営の実態と見えてくる課題

〔要　　　旨〕

１　現行の食料・農業・農村基本計画(05年策定)では，「担い手の生産規模の拡大，低コスト
技術体系の導入・普及等により，生産性の高い水田農業を確立」することが示され，「農業
構造・経営の展望」(05年改定)では，2015年における水田作のあるべき姿として，家族農業
経営８万戸(15～20ha)，集落営農経営２～４万戸(34～46ha)，主たる従業者１人当たりの年
間所得が600～800万円と試算されている。

２　これを受けて，07年度から所得補填政策の対象者を経営規模で限定する水田経営所得安
定対策(07年までの旧名は「品目横断的経営安定対策」)が，04年産米からはその前段となる米
政策改革による「稲得」「担経」対策が実施されてきた。
一方，インフラとして重要な圃場整備は，30ａ区画では水田全体の61％だが，１ha区画

以上では８％に留まっている(06年)。

３　95～05年の間に販売農家が傾向的に減少し，稲作農家はさらにそれを上回る減少率を示
すなかで，稲作農家10ha以上層は増加傾向にあるものの05年で1.1万戸(稲作販売農家におけ
る構成比1.1％)，農家以外の稲作経営体も増加しているものの2.6千に留まっている。

４ 「10ha層」の10ａ当たり稲作部門収支を見ると，土地生産性，労働生産性は農家が優れ
るが，消費者直販や高付加価値米志向の強い組織法人は，販売米価が高いために粗収益が
若干高く，物財費では両者の差はほとんどない。しかし，組織法人は給料を中心とする販
管費負担で農家に劣り，最終利益は補助金等を加えても赤字となる。稲作部門以外を含む
経営全体で見ても，組織法人の最終利益は赤字であり，補助金等を含む事業外収入によっ
て黒字となる(06年)。

５　03年に調査した全国７経営体を再度実態調査したところ，所在する市町村では引き続き
稲作農家数が減少し大規模稲作経営体数が増加するなかで，１経営体を除いては規模拡大
や区画整備が進んでいない。米価の長期低落傾向が作用しているものと考えられる。
直播の採用動向にも大きな変化はなく，低コスト化に必要となる乾田直播が実用化でき

るのは１経営体に留まり，かつその労働生産性は米国加州の稲作の1/8と劣後する。

６　調査経営体のほとんどは，収益性向上と米価低下のなかでの経営の安定化のために高付
加価値米生産と消費者直販を実施しており，経営限界米価(60kg当たり)は１～1.3万円と高
く，上昇基調で，仮に米の輸入関税が撤廃されると２～５千円の補填が必要となる。

７　今後，仮に米の関税率が引き下げられると，慣行栽培の一般米や低価格の業務用需要は
輸入米に席巻されるだろう。個別経営とともに集落営農の組成，育成が重要となろう。
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日本の農業問題として，水田農業（稲作

単一経営と稲作中心の複合経営）の構造改革

（規模拡大・主業農家による生産割合の向上）

の必要性が唱えられ，政策展開されている

（2007年度から実施された戦後農政の大転換と

される「水田経営所得安定対策」，北海道では

「水田・畑作経営所得安定対策」。07年度まで

の旧名「品目横断的経営安定対策」，以下，あ

わせて「水田経営所得安定対策」という）。

また，FTAやWTO交渉の進展に伴い，

日本の米の輸入関税は低減・撤廃し，自由

化を進めた方が農業の構造改革が進むとの

主張も聞こえる。

そこで，水田作農業の構造改革の現状を

把握するため，既に経営展開している大規

模稲作経営のいくつかについて実態を調査

したので，前提となる農政上の位置付けや

統計を整理しつつ，そこに現れた現状と課

題を検討したい。

（１） 食料・農業・農村基本計画

99年施行の食料・農業・農村基本法に基

づいて策定される食料・農業・農村基本計

画（現行基本計画は05年策定，以下「基本計

画」という）は今後の政策推進の指針であ

り，概ね５年ごとに見直すこととされてい

る。現行基本計画においては「･･･，効率

的かつ安定的な農業経営が農業生産の相当

部分を担う望ましい農業構造の確立に向

け，意欲と能力のある担い手の育成・確保

に積極的に取り組む。」ものとされ，米の

生産努力目標として2015年度891万トン

（03年度と同値）を掲げ，積極的に取り組む

べき課題として「担い手の生産規模の拡大，

低コスト技術体系の導入・普及等により，

生産性の高い水田農業を確立」することが

示されている。
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規模農家は集落営農を組成する以外は政策

対象とはならない。

もともと，98年度からは自主流通米（以

下「自流米」という）において需給を反映

した弾力的価格形成ができたものとして，

価格政策とは別の農業経営安定対策等が政

策課題となり，生産調整実施者出荷の自流

米を対象とした所得政策である「稲作経営

安定対策」（以下「稲経」という）が実施さ

れていた（内容は，米価低下額の80％を補填

するもの）。
（注２）

米政策改革では，この稲経を04年産米か

ら「稲作所得基盤確保対策」（以下「稲得」

という）に衣替えし（内容は，米価低下額の

50％＋60kg当たり300円を補填），これに

「担い手経営安定対策」（以下「担経」とい

う）が上乗せされたが（内容は，稲作収入

減少額の90％を補填するもので，稲得による

補填額は控除），この加入要件は既に現在の

水田経営所得安定対策の規模要件の原型を

なすものとなっていたのである。
（注１）生源寺（2008），118～119頁
（注２）吉田（2003），75～76頁

（３） 土地改良長期計画

大規模稲作経営をインフラ面から支える

条件で重要なものが土地改良であり，基本

的には土地改良法に依拠する「土地改良長

期計画」（農水省所管・閣議決定）に基づい

て実施されてきた。このうち圃場整備は63

年から開始され，97年時点で30ａ以上の圃

場整備率は水田全体の約55％，150万haに

達した。
（注３）

93年度からは農業生産基盤整備と

農村生活環境整備を一体的に行う基盤整備

ここで「効率的かつ安定的農業経営」と

いうのは，もともとは93年制定の農業経営

基盤強化促進法で謳われた概念で，所得面

で他産業と遜色のない経営が持続される経

営体を意味しており，それらを具体的に表

すものとして「農業構造の展望」（00年策

定，05年見直し）が示されている。そこで

は04年現在でこれを満たすと推定される

「家族農業経営12～15万戸，法人経営６千」

程度を，集中的・重点的な施策によって

2015年には「家族農業経営33～37万戸，集

落営農経営２～４万，法人経営１万」程度

に増やすことを目指している。このうち水

田作は，家族農業経営８万戸程度，集落営

農経営で２～４万戸（両者の経営耕地面積

シェアは約７～９割）とされ，経営規模は

「農業経営の展望」として，家族経営で15

～25ha，法人経営，集落営農経営で34～

46ha，主たる従事者１人当たりの年間所得

は600～900万円と試算されている（農水省

資料）。

（２） 水田経営所得安定対策・米政策改革

水田経営所得安定対策は，前記の規模拡

大を促進する手段として07年度から実施さ

れ，対象となりうる経営規模は基本的に個

別経営で４ha（北海道は10ha），集落営農で

20ha以上とされたが，その規模は他産業所

得の半分を満たすものとして試算・設定さ

れた。
（注１）

08年からは市町村特認制度の創設により

規模要件は一層緩和されたが，中心となる

政策意図は規模拡大にあり，基本的には小
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事業が実施され，94年度には大区画等の基

本整備の早期達成のために積極的な推進が

図られた。
（注４）

06年における30ａ程度への「標

準区画整備済」面積は水田全体の60.5％，

154万haに増加したが，１ha程度以上への

「大区画整備済」面積は同7.5％の19万haに

留まっている。
（注５）

土地改良基本計画は，第４次計画（93～

02年度）までは事業規模を示して圃場整備

を積極推進したが，第５次計画（03～07年

度）からは財政規律の制約等もあり目標が

農地利用集積率に変更された。第６次計画

（08～12年度）では，「効率的かつ安定的な

経営体の育成と質の高い農地利用集積」目

標として基盤整備地区における経営体への

利用集積率を約７割以上，このうち面的集

積率を約７割以上としている。事業量に関

しては，意欲と能力のある経営体への利用

集積を条件として約7.5万haの農地で区画

整理等を実施するという計画になってい

る。
（注３）石谷（2002），56頁
（注４）石原（2008），128～132頁
（注５）2008.10.28付『日本農業新聞』

（１） 経営体数

95～05年の間に販売農家が傾向的に減少

し，稲作農家は
（注６）

さらにそれを上回る減少率

を示しているなかで，稲作農家10ha以上層

は増加傾向にあるものの，05年で１万

1,392戸（稲作販売農家における構成比1.1％）

に留まる。
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また，農家以外の事業経営体数とそのう

ち稲作単一事業経営体数はいずれも増加し

ているが，05年でそれぞれ１万3 ,742，

2,083（稲作準単一複合事業体数も含めると

2,635）に留まっている。
（注７）

稲作１位の
（注８）

事業経営体について，作付規

模別，地域別にその内訳を見ると，10ha以

上層が1,536と54.7％を占め，00～05年間の

増加率も2.6倍と高い。地域別には05年の

実数（877，構成比31.2％）でも５年間の増

加数（434，構成比29.0％）でも北陸が圧倒

的に多く，次いで近畿，中国，東北となっ

ている。また，うち法人組織数も北陸が432

と圧倒的に多い。
（注６）稲作単一経営農家と稲作準単一複合経営農

家の合計。稲作単一経営農家は，稲作収入が
80％以上の販売農家，稲作準単一複合経営農家
は，同60～80％で他の作目も経営している販売
農家。

（注７）若林（2008），２（2）についても同じ。
（注８）｢稲作１位｣は，稲作収入が過半の意で，稲

作単一経営事業体と稲作準単一複合経営事業体
の合計に稲作収入が50～60％の稲作事業体を加
えた概念。

（２） 水田集積状況

大規模稲作経営農家の水田集積状況も同

様であり，95～05年の間に販売農家の田の

経営面積が減少し，稲を作った田の経営面

積の減少率がそれを上回って推移している

なかで，販売農家のうち10ha以上層の稲作

付面積は増加傾向にあるが，05年で16.9万

ha（稲を作った田における構成比11.0％）に

留まる。

また，農家以外の事業経営体の稲作付面

積は増加しているが，05年で４万ha（同構

成比2.6％）に留まっている。

２　大規模稲作経営体の動向
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田の借地面積は，95～05年の間に，販売

農家，農家以外の事業経営体のいずれにお

いても増加傾向にある。特に販売農家10ha

以上層の伸びが大きく，05年の10ha以上層

の田借地面積11.5万haは販売農家全体の田

借地面積の27.4％を占めるに至っている。

（３） 経営収支

ａ　米生産費の構造

経営規模を拡大すれば，単位生産量当た

りの固定費（家族労働費，農機具費（減価償

却費）等）は低下して，いわゆる規模の経

済が働くため，作付規模が大きいほど米の

生産費は低下する。第１図はこれに米価を

重ね合わせたものだが，現行米価でも，物

財費，支払利子・地代を賄った上で家族労

働費を全額回収する（支払利子・地代算入

生産費回収）には２ha以上が必要となる。

支払利子・地代算入生産費回収に要する

限界米価は，0.5ha未満層から５～10ha層

に向けて直線的に低下するが，それ以上の

規模拡大によるコスト低減効果は少なく，

日本の大規模稲作に一般的な分散錯圃の非

効率性が作用するものと考えられる（対象

は米販売農家。（3）ｂについても同じ）。

ｂ　稲作部門収支の動向

第１図の米価と生産費の関係の経年変化

を，５ha以上層について10ａ当たりで見た

のが第２図であり，米価と粗収益は食糧法

施行（95年）以降も低下傾向にある。

これに対して生産費（第２図では自己資

本利子・地代を除いた支払利子・地代算入生

産費）も農機具費と労働費の減少を主因に

低下してはいるが，年々収支尻（＝利ざ

や＝経常利益。粗収益の折れ線グラフと面グ

ラフの間隔）と稲作所得は低下傾向にある。

農機具費の減少は経営の厳しさを反映し

資料　農水省「米生産費統計」, 清水（２００４）p.６１をアップ
デートし作付規模レンジ拡大, 限界米価を補足 
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た更新留保が主因と考えられ，労働費の減

少は主に作業委託の進展によるものと考え

られる。

ｃ　経営形態別稲作部門収支の動向

同じく10ａ当たりの稲作部門収支を，

10ha層の「農家」，「組織法人」，「集落営農

（収支まで一体化されているもの）」の３つの

経営形態別に見たのが第１表である。
（注９）

単収，労働時間といった土地生産性，労

働生産性は農家が優れているが，一般的に

消費者直販による消費者価格での販売や高

付加価値米志向の強い組織法人は，販売米

価が高いことから粗収益が農家より２千円

高くなっている。

生産原価は，農家の8.3万円に対して，

経営志向でより生育管理の精緻性が高いと

考えられる組織法人においては，農薬・肥

料費，賃借料及び料金，労働費高を主因に

農家より3.6千円高く，一般に乾燥・調製

施設利用料を費用計上する例の多い集落営

農では賃借料及び料金が１万円以上高いこ

ともあって，1.7万円高くなっている。
（注10）

物

財費だけを較べると組織法人が農家より若

干低いだけで，農家と組織法人間の差はほ

とんどない。

したがって，売上総利益も農家が1.6千

円上回るだけで農家と組織法人間での大差

はない。差が生じるのは，組織法人におけ

る給料１万円を中心とする販管費２万円に

よる。
（注11）

表面上の数値を追うと，営業利益段階以

下では組織法人の方が農家よりおよそ販管

費の２万円分パフォーマンスが悪くなる。

問題なのは，その結果として構成員支払利

子・構成員支払地代全額算入生産費差引後

の最終利益が赤字となることである。第１

（単位　円） 

水稲作付面積（ａ） 
単収（ｋｇ/１０ａ）　　 
労働時間（ｈ/１０ａ）　　 

粗収益① 　 

　米価（円/６０kg）　 

生産原価② 　 

　うち農薬･肥料費  
　　　賃借料及び料金  
　　　労働費③  
　　　（構成員）　 
　　　農機具費  

物財費計④＝②－③ 　 

売上総利益⑤＝①－② 　 

販管費⑥ 　 

　うち給料  

営業利益⑦＝⑤－⑥ 　 

　地代  

支払利子･地代算入生産費⑧　 

経常利益⑨＝①－⑧ 　 

　自作地（員内）地代  

全算入生産費⑩ 　 

最終利益⑪＝①－⑩　　　 

　補助金等  

最終利益（補助金等込み）　　 

所得 　 
所得（補助金等込み）　　 
家族（構成員）労働報酬 　 

（限界米価）　　 
①支払利子･地代算入 
　生産費ベース 　 
②全参入生産費ベース 　 
資料　農水省｢米生産費統計｣, ｢営農類型別経営統計（組織経営編）｣

に試算労働費を加味する等加工したうえで, 企業の損益計算
書に即して組替集計     

（注）１　組織経営体の収支は, 稲作単一経営の稲作部門収支。　 
２　組織経営体の所得, 家族労働報酬は, ｢農家｣における概念
を準用して算出。     

３　集落営農の労働費（構成員）は, ｢農家｣の労働費を労働時間
で換算推定。     

４　集落営農の販管費は, ｢企画管理費＋包装･運搬料｣。 対応
する農家の値は, ２,０８３円（本文（注１１）参照）。    

５　農家の補助金等は, 稲得, 担経, 集荷円滑化のみで, 組織
経営体には農業共済受取金を含む。    

第1表　農業経営体の１０a当たり稲作部門収支（０６年） 

農家 
（都府県） 
１０～１５ｈａ 

１，２２６ 
５３１ 
１７．９ 

１１７，５９９ 

１３，２７６ 

８２，５３１ 

１１，８５１ 
５，５８１ 
２６，０１５ 
２３，１４６ 
１５，２９５ 

５６，５１６ 

３５，０６８ 

- 

- 

３５，０６８ 

１０，９５３ 

９１，４８６ 

２６，１１３ 

１３，５３０ 

１０８，４４１ 

９，１５８ 

３，４９１ 

１２，６４９ 

４９，２５９ 
５２，７５０ 
３２，３０４ 

 

１０，３３７ 

１２，２５３ 

組織法人 
（全国） 
１０～２０ｈａ 

１，４０７ 
４６１ 
２１．０ 

１１９，６０２ 

１５，５８２ 

８６，１５５ 

１３，７３８ 
７，６２６ 
３０，１８５ 
１９，７５８ 
１６，７３１ 

５５，９７０ 

３３，４４７ 

２０，３２７ 

１０，８７４ 

１３，１２０ 

８，８１３ 

１１５，８７１ 

３，７３１ 

１３，２２７ 

１２９，０９７ 

△９，４９５ 

６，２５４ 

△３，２４１ 

３４，３６４ 
４０，６１８ 
２１，１３７ 

 

１５，０９６ 

１６，８１９ 

集落営農 
（全国） 
１０～２０ｈａ 

１，３６７ 
４８５ 
１９．８ 

１１４，００１ 

１４，１１４ 

９９，１４７ 

１９，５８３ 
２０，１８３ 
２６，２２８ 
２５，７０１ 
１４，７７０ 

７１，４１９ 

１６，３５４ 

１，５００ 

- 

１４，８５５ 

１，５１４ 

１０２，６８０ 

１１，３２１ 

- 

１０２，６８０ 

１１，３２１ 

１１，１４１ 

２２，４６３ 

３７，０２３ 
４８，１６４ 
３７，０２３ 

 

１２，７１２ 

１２，７１２ 



表には示していないが，これは稲作付規模

20～30ha，30ha以上層でも同様である。補

助金等（組織法人は稲得，担経等のほかに農

業共済受取金を含む）を加えても赤字であ

り，30ha以上層で初めて1.5千円の黒字と

なる。このため，支払利子・地代算入生産

費を回収するのに必要な米価（限界米価）

は農家の１万円に対して，組織法人は1.5

万円と高くなる。

もちろん，構成員に支出した労働費，給

与，利子，地代を足し戻した稲作所得は

3.4万円，補助金等込みでは4.1万円の黒字

となる。この水準は，稲作付規模20～30ha，

30ha以上層でもそれほどの差はない。ちな

みに，収入と利益・所得の関係は第３図の

とおりとなっている。

次に，この状況の長期的な動向を稲作１

位組織法人の稲作部門利益・所得の，食糧

法施行（95年）以降の推移で見てみると，

補助金等込みの最終利益は稲作付規模の大

小にかかわらず赤字基調が続いている。稲

作所得も，米価の傾向的低下のなかで減少

基調にある（第４図）。

（注９）農家以外の稲作農業経営体数の97％は都府
県に所在することから，比較する農家の数値は
都府県のものを使用している。また，集落営農
の労働費（構成員）は，統計数値には含まれて
いないので農家の労働費を労働時間で換算した
推定値を代入しているが，実際に集落農場型集
落営農においては労働費を費用計上している例
が多い。

（注10）ちなみに，稲作単一経営農家の農水省｢営
農類型別経営統計（個別経営編）｣における｢賃借
料，作業委託料｣は，6,480円（10ａ当たり，06年）
となっている。本稿において，農家について｢米
生産費統計｣を用いるのは，米に純化されている
のと，労働費が計上されていることによる。

（注11）第１表の集落営農の販管費1,500円に相当
する，稲作単一経営農家の販管費（企画管理費，
包装・運搬等料金）は2,083円（10ａ当たり，06
年）となっている（農水省｢営農類型別経営統計
（個別経営編）｣）。米生産費統計における農家に
は，組織法人における販管費に相当するものは
計上されていない。

米価（右目盛） 

資料　農水省「農業組織経営体調査報告書」, 「営農類型別経営統
計（組織経営編）」他から作成 

（注）１　「利益」は全算入生産費差引後の最終利益で補助金・農業
共済受取金を含む。統計上は「営業利益（稲作経営部門）」
とされているもの（０４年以降は補助金等を外側から別途加算）。

２　「所得」は, 最終利益に構成員に帰属する労働費, 給与, 地
代, 利子を加えたもの。　 

３　「２０ｈａ未満」は, ０２年からは「１０～２０ｈａ」。 
４　「米価」は, ０３年まで「稲作１位で１０ｈａ以上の事業体」に
おける生産量による平均値。０４年以降は「組織法人の稲作１
位経営」における同値。 

７０ 
（千円） 

２０ 
（千円） 

６０ １８ 
５０ １６ 
４０ １４ 
３０ １２ 
２０ １０ 
１０ ８ 
０ ６ 

△１０ ４ 
△２０ ２ 
△３０ ０ 

９５ 
年 

第4図　稲作１位法人の稲作部門利益・所得の推移 
（１０ａ当たり） 

２０ｈａ未満 
（所得） 

３０ｈａ以上 
（所得） 

２０～３０ｈａ 
（所得） 

９７ ９９ ０１ ０３ ０５ 

２０ｈａ未満 
（利益） 
２０～３０ｈａ 
（利益） 
３０ｈａ以上 
（利益） 
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粗
収
益（
収
入
） 

生産者利得（最終利益） 

自己資本利子  

自作地地代  

家族労働費  

粗収益（収入）の 
構成要素 

資料　農水省｢米生産費統計｣他から作成       
（注）１　粗収益から支払利子･地代算入生産費差引後の利

益は, 第１表では｢経常利益｣としているが, ｢営農類
型別経営統計｣（組織経営編）等では｢営業利益｣とさ
れている。 

２　経常利益が０の場合は, 所得＝家族労働費となり, 
このときの粗収益（収入）が限界収益（収入）となる。 

第3図　粗収益（収入）と利益･所得の関係概念図 

経費 

物財費 

支払利子 

支払地代 

雇用労働費 

経常利益 

経常利益 
（営業利益） 

支払利子・ 
地代算入 
生産費 

同左から 
家族労働 
費を除く 
生産費 

所得 

所得 



ｄ　経営形態別経営全体収支

それでは，稲作部門を含む経営全体の収

支はどうなっているのだろうか。稲作１位

の農業経営体の全体収支を10ha層の「農

家」，「組織法人」，「集落営農」の３つの経

営形態別に見たのが第２表である。組織法

人は，経営全体でも構成員支払利子・構成

員支払地代全額算入生産費差引後の最終利

益が赤字であり，第２表には示していない

が経営規模20～30ha，30ha以上層でも同様

である。これを農業収入対比９～21％の補

助金等を含む事業外収入で埋め合わせて，

ようやく税引前利益が黒字となる。農業所

得に占める正味補助金等の割合は23％と高

く（農家22％，組織法人23％，集落営農30％），

現時点の「効率的かつ安定的農業経営」の

実態は，高率輸入関税の他にも保護が必要

な脆弱性をもっていることに留意する必要

がある。

筆者は，08年10月から11月初めにかけて

５年前の03年に当総研で調査し
（注12）

たことのあ

る各地の大規模稲作経営体の経営実態を調

査した。前記２の動向整理を踏まえつつ，

個別実態を追いながら大規模稲作経営の現

状と課題を検討することとしたい。

調査対象経営体は，北海道のＡ有限会社，

Ｂ農家，東北のＣ農家，北関東のＤ株式会

社，南関東のＥ農家，近畿のＧ，Ｈ集落農

場の７経営体である（第３表）。

（注12）須田敏彦（2003）。なお，経営体の符号
（アルファベット）は前回調査，今回調査で一致
させてある。

（１） 地域農業構造の概要

調査対象７経営体の所在する市町村の農

業概要は第４表のとおりであり，山間農業

地域はなく農業粗生産額に占める米の割合

は平均より高い。平均農業所得は東高西低

で，西に行くほど兼業機会の多い地区とな

ることもあり兼業傾向が強い。稲作農家数

は東北のＣ村を除いて20年間で41～59％と

急減している（第５図）。ちなみに耕作放

棄地率は
（注13）

，大都市近郊で都市化の進んだ南

関東Ｅ市で急上昇（85年の1.1％から05年の
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３　大規模稲作経営体の実態

（単位　人，ａ，千円）

専業換算農業従事者数 
経営水田面積     

　うち借入面積    

収入合計     

　事業収入    

　　農業収入   
　　  うち 
　　　稲作  
　　　麦類作  
　　　大豆作  
　　　農作業受託収入 

　事業外収入    

　　うち補助金等   
　　（〃 農業収入対比） 

支出合計     
最終利益     
税引前利益 
農業所得     
　うち正味補助金等  
資料　農水省｢営農類型別経営統計（個別経営編）, （組織経営編）｣

を組替集計          
（注）１　農家, 集落営農の｢補助金等｣は相対比較のために事業外

収入に組替。          
２　｢補助金等｣は, 農業共済受取金を含む｡          
３　｢正味補助金等｣は, 補助金等から当該掛金等を控除したも
の｡          

４　｢面積｣の構成比は, 経営耕地面積に対するもの｡ 

第2表　稲作1位の農業経営体の経営全体収支（０６年） 

農家 
（都府県） 
１０～ 
１５ｈａ 

構
成
比 

組織法人 
（全国） 
１０～ 
２０ｈａ 

構
成
比 

集落営農 
（全国） 
１０～ 
２０ｈａ 

構
成
比 

３ 
１，２３６ 

５７９ 

１８，１９６ 

１４，２７６ 

１４，２５６ 

１０，０３５ 
６１４ 
５６０ 
７８３ 

３，９２０ 

１，９５８ 
１，９５８ 

１０，７４６ 
３，８９７ 
７，４５０ 
５，８３５ 
１，２８９ 

 
９６ 

４７ 

１００ 

７８ 

７８ 

５５ 
３ 
３ 
４ 

２２ 

１１ 
１４ 

５９ 
２１ 
４１ 
１００ 
２２ 

２ 
１，７４１ 

１，７１０ 

２６，６５７ 

２２，１５９ 

２０，３６０ 

１４，０９９ 
５８ 
３０５ 

４，０４８ 

４，４９８ 

１，７７２ 
１，７７２ 

２５，９５９ 
△２，５６７ 

６９８ 
６，２３０ 
１，４０５ 

 
９９ 

９８ 

１００ 

８３ 

７６ 

５３ 
０ 
１ 
１５ 

１７ 

７ 
９ 

９７ 
△１０ 

３ 
１００ 
２３ 

２ 
１，６３０ 

２０４ 

１９，２８４ 

１６，０９１ 

１６，０９１ 

１３，９８４ 
４４６ 
３５２ 
９２１ 

３，１９３ 

２，９３２ 
２，９３２ 

１１，４４８ 
４，７３９ 
７，８３６ 
７，２７６ 
２，１４８ 

 
１００ 

１３ 

１００ 

８３ 

８３ 

７３ 
２ 
２ 
５ 

１７ 

１５ 
１８ 

５９ 
２５ 
４１ 
１００ 
３０ 
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第 3 表 　 調 査 経 営 体  

資料　各経営体からのヒアリングによる｡様式は須田（２００３）に担い手動向を付加       
（注）１　（＊）１労働力の年間労働時間を２０００時間として, 投下総労働時間を２０００で除して求めた｡　       

２　（＊＊）経営限界価格（Ｐ）は, 地代１．３万円／１０ａとして, 次の算式で筆者が求めた｡ 
　　　　Ｐ×（総収量）＝（賃金込み総支払費用）＋（地代相当額）       

３　トラクターのＰＳは馬力を表す｡  

北海道Ａ経営体 

有限会社（１戸１法人） 

１０１ 

３６ 

- 

９４ 

９４ 

そば７ｈａ 
（すべて作業委託） 

３ 

２（４～１１月のみ） 

５ 

あり（年間２４０人･日）　 

３０～４０ 

５ 

平均１．５強　 

１１，０００ 

ほしのゆめ 
きらら（２～３％） 
 

移植 

１３，０００位 

５６０ 

１９ 

１０ 

経
営
規
模 

 

労
働
力 

生
産
基
盤
・
技
術 

販
売 

経
営
効
率 

 

担
い
手 

動
向
　 

経営面積（ｈａ） 　　　　　　　① 

　うち自作地（ｈａ）  

作業受託面積（ｈａ） 　　　　　　　② 

総作業面積（ｈａ）（①＋②ー作業委託）　③ 

稲作経営面積（ｈａ）（作業受託を除く）  

その他の作物（作業受託を除く）  

家族労働力（人） 　　　　　　　④ 

常雇（人） 　　　　　　　　　　　　⑤ 

基幹労働力（人）（④＋⑤） 　　 ⑥ 

臨時雇用  

圃場の大きさ（ａ／１枚）  

最も遠い圃場までの距離（ｋｍ）  

借地料（万円／１０ａ）  

 

  

 

  

  

  

  

  

主要な機械装備 

稲の品種 

米の販売方法 

米の栽培方法 

 

販売単価（円／６０kg・玄米） 

認定農業者（人） 

後継者 

基幹労働生産性（ｈａ／人）（③÷⑥） 

稲作の労働生産性 
（収穫までの労働時間／１０ａ） 

単収（kg／１０ａ） 

経営限界価格（円／６０kg・玄米） 

トラクター，８０～９０ｐｓ
（４台），５０，２０ｐｓ（各１台） 
田植機，８条（３台） 
コンバイン，６条（３台） 

ＪＡ９．５割 
消費者直販０．５割 

北海道Ｂ経営体 

家族経営 

１５ 

１５ 

２．５ 

１７．５ 

１２ 

有機タマネギ１．５ｈａ弱 
スイートコーン１ｈａ 

３ 

- 

３ 

あり（年間４５人･日）　　 

４０ 

１ 

-

きらら 
ななつぼし 
おぼろづき 

移植 
うち有機栽培３ha

１２，０００前後（ＪＡ） 
２２，０００（有機・直販） 

目標９，０００ 
（他の半分は高値直販） 

５４０（慣行） 
５００（有機） 

慣行１９ 
有機２２～２３ 

５．８ 

トラクター，６５，５９，４６, 
３２,１４ｐｓ（各１台） 
田植機，６条（１台） 
コンバイン，６条（１台） 

ＪＡ７割 
消費者直販３割 

東北Ｃ経営体 

家族経営 

１５ 

１５ 

- 

１５ 

８．９ 

カボチャ１．１ｈａ 
大豆５ｈａ 

２．６ 

- 

２．６ 

あり（年間３０人･日）　　 

１２５～２５０ 

４ 

- 

 

 

１３，０００ 

・・・ 年間最低期待所得（万円） ７００～８００ １，０００ 

あきたこまち 
たつこもち 

移植 
慣行１．２ha 
減農薬・減化学肥料５ha 
有機栽培２．５ha 
 

１３，５００（慣行） 
１５，０００（宅配・白米） 
１３，８００ 
（減農薬・減化学肥料） 
１７，０００（有機） 

６００（慣行） 
５４０（減農薬・減化学肥料） 
４８０（無農薬・無化学肥料） 

５．８ 

法人 

子弟 

１人 

子弟 

１人 

子弟（未確定） 

トラクター，７０～９０ｐｓ
（３台） 
田植機，８条（１台） 
コンバイン，５条（１台） 
スレッシャー・コンバイン
４m（２台） 

すべてC.E.公社 
（委託販売） 

 

１０ 
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の 経 営 概 況  

移植１０ 
直播７～８ 

移植１６ 
直播１１ 

移植１８ 
直播１４ 

１０（稲刈り効率は３割 
向上） 

北関東Ｄ経営体 

株式会社（１戸１法人） 

６０ 

７．４ 

６～７ 

６６～６７ 

４６（うち７ｈａ加工米） 

小麦１４ｈａ 
そば２ｈａ,大豆１５ｈａ 

４ 

１＋１（タイ人）研修生　 

６ 

あり（年間１００人･日）　　 

４～１３５（平均２５） 

８ 

１．６ 

１５，０００（精米販売） 

本人＋子弟 

子弟 

別工区の法人 

子弟 

- 

少なくとも１０年は問題無 

- 

２０～３０才代の若手在 

２，０００ １，５００ --

コシヒカリ 
あさひのゆめ 
ミルキークイーン 

移植 
減農薬・減化学肥料 
３０ha 
無農薬･無化学肥料 
０．４ha

１８，０００～１９，０００ 
（精米販売） 

５１０～５４０ 

１１ 

トラクター，９５，８５，７９， 
３６，３２ｐｓ（各１台） 
田植機，８条（１台） 
コンバイン，８条（１台） 
汎用コンバイン（１台） 

直販（外食向９割, 消費
者１割）, 加工米ＪＡ 

南関東Ｅ経営体 

家族経営 

３０ 

４．８ 

２（収穫のみ） 

３２ 

３０（うち７．５ha飼料稲） 

なし 

３ 

- 

３ 

あり（年間３人）　　 　 

１～７５０（約８０枚） 

２０ 

０．５～３．９ 

１２，０００ 

コシヒカリ 
ふさこがね 
どんとこい 

移植１２ha 
直播１８ha（ホールクロ 
ップサイレージ７．５ｈａ） 
 

１１ 

トラクター，３１～７９ｐｓ
（５台），３１，２２ｐｓ（各１台） 
田植機，８条（１台） 
コンバイン，６条（１台） 

ＪＡ５割 
商系５割 

近畿Ｇ経営体 

集落農場（任意組合） 

３６ 

３６ 

- 

３６ 

２５ 

小麦１１ｈａ 
大豆５ｈａ 

２９戸 

- 

１．９（＊） 

なし　　　　　　　　 

平均５０（畦畔外し） 

０．５ 

１．３ 

１１，５０４（＊＊） 

キヌヒカリ, 山田錦 
コシヒカリ, 日本晴 
ヒノヒカリ, レーク６５, モチ 

移植１７．４ha 
直播７．１ha

１２，０００（ＪＡ） 
１２，０００（商系） 
１５，０００（飯米） 
１７，４００（親戚） 
１７，４００（知人） 
（キヌヒカリの場合） 

１３，８００ 

５１９（移植キヌヒカリ） 
５２０（直播キヌヒカリ） 

４８０～５４０ 
（移植コシヒカリ） 
６６０（移植ふさこがね） 

１９ 

トラクター（５台） 
田植機，８条（２台） 
直播機（１台） 
コンバイン（２台） 

ＪＡ１５％，商系４７％，飯
米･親戚･知人米３８％ 

近畿Ｈ経営体 

集落農場（任意組合） 

７４ 

７２ 

- 

７４ 

５６ 

小麦２２ｈａ 
大豆１８ｈａ（二毛作） 

８６戸 

- 

４．４（＊） 

なし　　　　　　　　 

平均６０ 

１ 

１．２ 

１０，０００ 

キヌヒカリ 
コシヒカリ 
日本晴, 秋の詩 

移植３３ha 
直播２３ha 
 

１６，０００（商系） 
１７，０００～１８，０００ 
（組合員等・一般） 

５１０（移植） 
５１０（直播） 

１７ 

トラクター，５３～５５ｐｓ
（５台） 
田植機，６，８条（計４台） 
コンバイン，６条（２台） 
直播機（３台） 

組合員等４３％，一般２２
％，商系等３５％ 

 



13.4％へ）した他は，北関東Ｄ町，近畿Ｈ

町で漸増した以外１％台に留まっている

（東北Ｃ村は０％）

また，大規模経営農家数は，北海道のＡ

町，Ｂ市で急速に増加しており，農家数に

占める割合はそれぞれ，21.2％，35.5％と

なった（20ha以上，05年，農林業センサス）。

入植時に各戸15haの分与があった東北Ｃ村

は全戸が大規模経営農家（５ha以上）だが，

近年緩やかながら一部の離農も伴って規模

格差が開きつつあり，大規模経営農家数は

減少傾向にある。その他の地域では，大規

模経営体数が横ばい（北関東Ｄ町）から緩

やかな増加を示し，総農家数の減少のなか

で構成割合を除々に高めてはいるが，その

割合は1.9％（近畿Ｇ町）から２％台中位ま

でに収まり（近畿Ｈ町，南関東Ｅ市），最も

多い北関東Ｄ町においても実数は67で構成

割合は５％に留まっている。
（注13）耕作放棄地率＝（耕作放棄地面積／（経営耕

地面積＋耕作放棄地面積））×100

（２） 経営規模の拡大

調査対象７経営体のうち，Ａ～Ｅの経営

体は５年前の時点でそれぞれの拡大過程を

経て大規模稲作経営体となっていた単独経

営体だが，ここ５年間の拡大等のテンポは

北関東Ｄ経営体を除いては緩慢となってい

る。そこには米価の長期低落傾向という環

境条件も大きく作用しているものと考えら

れる。

北海道Ａ経営体の総経営面積は101haの

まま不変で，この間に借地だった11haを購

入して自作地が36haに増加した以外は，土

地の入替えが１ヶ所あっただけである。高

品質米生産者への町内での生産枠配分の結

果，そばの作付面積は７haに半減しその分

稲作経営面積が増加した。同Ｂ経営体の総

経営面積は１ha減の15haとなった。10年契

約の借地３haを返還して，隣接地（耕作者

逝去）２haを購入した。当該借地で行って

いた麦作をやめ，連作障害回避のためのス

イートコーン１haと有機タマネギ1.5ha弱

の栽培を開始したが，稲作経営面積は12ha

で変わらない。タマネギ農家には将来性が

あるが，稲作農家には無いとのことで，労
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（単位　戸，％，千円）

北海道A町 

北海道B市 

東北C村 

北関東D町 

南関東E市 

近畿G町 

近畿H町 

中間 

都市的 

平地 

中間 

都市的 

平地 

都市的 

資料　農水省｢農林業センサス｣, 朝日新聞社編『民力』,     
　　　農水省｢生産農業所得統計｣, 須田（２００３）ｐ．４をアップデート 
（注）　Ｇ, Ｈ町は合併前の旧行政区画｡    

第4表　調査対象経営体がある市町村の農業概要（０５年） 

４８５ 

７６１ 

５０１ 

１，３３４ 

１，５０３ 

７５５ 

８８７ 

農業地域 
類型 農家総数 

２３ 

１０ 

７８ 

１５ 

２ 

５ 

５ 

1次産業 
就業者 
比率 

３５ 

５０ 

９３ 

４７ 

３１ 

６０ 

６３ 

農業粗生 
産額に占 
める米の 
割合 

５，７２４ 

４，０８７ 

８，６４３ 

１，１６９ 

１，３６５ 

５６９ 

５０７ 

農家の 
平均農 
業所得 

資料　農水省「農林業センサス」, 須田（２００３）p.4の対象
を稲作農家に絞ってアップデート 

（８５年＝１００） 

１００ 

８０ 

６０ 

４０ 

９０ 

１１０ 

７０ 

５０ 

３０ 
８５年 ９０ ９５ ００ ０５ 

第5図　稲作農家数の変化（指数） 

Ｃ村 

Ｇ町 
Ｅ市 
Ｈ町 
Ｂ市 Ａ町 

Ｄ町 
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働力が手一杯の状態でもあり，近隣から耕

作請負を頼まれるが極力断っている。

東北Ｃ経営体は，結果的に入植時の基本

面積15haのままだが，この間に大豆の全作

業受託を行っていた15haの借地を返還して

総作業面積は半減した。小麦はメリットが

少ないとして撤退して大豆に特化（５ha）

するとともに，稲作経営面積を1.1ha減じ

てその分カボチャの栽培を始めた。また，

米価1.2～1.3万円では稲作経営は厳しく，

労働集約的経営で付加価値を高めるために

有機米栽培を開始した。稲作経営規模の拡

大は地代や土地改良費負担が高く採算性が

無いとの理由で志向していない。

唯一，北関東Ｄ経営体は意欲的で，この

間に自作地３ha，借地13haを増加させて総

経営面積を36％増の60haとし，稲作経営面

積は10ha増の46ha（加工米７haを含む）と

した。そばは単価も安く産地作り交付金額

も少ないので減じ，06年から大豆15haを始

めた（小麦は倍増の14ha）。遠い圃場を近場

の圃場と入れ替えれば，あと10ha程度規模

拡大できるとしている。08年４月から家族

経営を株式会社化し，販売時の訴求力強化，

責任の明確化，従業員雇用の安定化，事業

展開の容易化を狙っている。また，自家精

米を行っておりこの間に倉庫と乾燥設備を

増強している。

南関東Ｅ経営体は労働力が手一杯で，近

隣からの耕作請負依頼に対してここ３年間

は謝絶しているとのことであり，この間総

経営面積も稲作経営面積も変わっておら

ず，うち7.5haのホールクロップサイレー

ジ（稲発酵飼料）用飼料稲栽培面積も不変

である。しかし，圃場がすべて大区画であ

れば７割増の50haまで拡大できるとしてい

る。

残る２経営体の近畿Ｇ，Ｈ経営体は集落

農場型（完全協業型）集落営農であり，属

するＳ県による90年という早い時期からの

促進政策を受けて組成され，５年前の時点

で既に大規模稲作経営体となっていたが，

この間に新規加入農家があって経営規模が

拡大した。

Ｇ経営体は加入農家が５戸増え，総経営

面積は24％増の36ha（集落内全50ha中の

72％）に増加し，稲作付面積も25％増の

25haとなった。将来的にも集落の地区を超

えての規模拡大はしないとしている。小麦，

大豆は水田経営所得安定対策を理由にして

品目として採用しており，余剰労働力を考

慮すると作物の多様化も考える余地がある

とのことである。

Ｈ経営体は不在村地主の小作分２haが増

加して総経営面積が微増し，稲作経営面積

も増加した。また，転作率の上昇に伴い小

麦（＋５ha）を中心に増反している。近隣

他集落農地の取込みは将来の課題だが，可

能であり10年内には入ってくるものと予想

している。

（３） 生産基盤・技術

７経営体の生産基盤，生産技術の動向を

見ると，それらは総じていえば既に５年前

に具備していたものが基本的に継承されて

おり，大きな動きはない。前記のとおり，



東北Ｃ経営体で有機米栽培が開始されたの

と，意欲的な北関東Ｄ経営体で減農薬・減

化学肥料米栽培が67％増の30haに増加した

ことを除くと，あとは圃場区画についてＣ

経営体で畦畔外しによって2.5ha田が登場

したのと，近畿Ｇ経営体で同じく畦畔外し

によって平均49ａ田が50ａ田に拡張された

ことが主だった変化であり，機械装備はＤ

経営体でのトラクター，汎用コンバインの

増加（各１台）に留まる。

直播の採用動向にも大きな変化はない。

７経営体中５年前に直播を行っていた３経

営体が，引き続き直播を一部に採用してい

る。北海道Ａ経営体では湿田で直播（乾田）

の環境にないとし，同Ｂ経営体も泥炭湿田

地帯であり品種も確立されていないとして

いる。一方，北関東Ｄ経営体では乾田で物

理的に難しく（湛水直播が），情報・ノウハ

ウ不足と育苗ハウスの余裕度を不採用の理

由としている。南関東Ｅ経営体では83年か

ら乾田直播を行っているが，7.5ha区画の

暗渠排水化された整備圃場という生産基盤

がその前提となっている。近畿Ｇ経営体で

は過去における乾田直播や散播の不成功か

らここでは湛水直播が一番安定するとし，

この間に直播面積を９割増の7.1haとした

が，その理由は育苗ハウスと田植機の制約

によるものとなっており，同Ｈ経営体の直

播採用理由も，コスト減よりも乾燥調製作

業の平準化（ここでは直播分は収穫期が９～

10月と遅くなる）と，育苗ハウス面積の制

約によるものとなっている。

一般的に効率化，低コスト化の重要技術

とされる直播も，日本においては正に適地

適作の言葉が当てはまるように経営戦略と

圃場条件によってその実現態様は異なって

くる。労働集約的な精緻な生育管理を志向

する場合は湛水土中直播となり，種子の石

灰コーティングと植付機による１粒ごとの

植付けには省力性はなく，省力性の高い乾

田直播は乾田（粘土質湿田でない）の大区

画圃場と暗渠排水等がその前提条件となっ

ている。

なお，省力性の高い7.5ha圃場での乾田

直播を行うＥ経営体でも投下労働時間（収

穫までの労働時間／10ａ）は７～８時間であ

り，カリフォルニアの約280haの稲作経営

における投下労働時間0.9時間の
（注14）

８～９倍

となっている。
（注14）農水省（2007）｢国内農業の体質強化に向

けて｣２月26日，４頁

（４） 生産品目と販売チャネル

大規模稲作経営体は，一般的に経営の収

益性，安定性の高度化のために高付加価値

米生産と消費者直販による消費者価格での

販売を志向するが，７経営体で見ると北海

道101haの有限会社Ａと南関東の低コスト

志向の30ha農家Ｅを除くＢ，Ｃ，Ｄ，Ｇ，Ｈ

の５経営体すべてが有機栽培米や減農薬・

減化学肥料米に取り組んでおり，Ｄ経営体

では自家精米と乾燥までが行われている。

またＧ経営体では販売単価増を狙って酒米

の山田錦を生産している。

販売チャネルを見ると，全量をカントリ

ー・エレベーター公社（以下「C.E.公社」と

いう）へ委託販売するＣ経営体と全量をJA，
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商系に委託・卸売販売するＥ経営体を除く

すべての経営体で消費者直販が行われてい

る。これらにより，Ｂ経営体の有機栽培米

の消費者直販価格は2.2万円（60kg・玄米），

Ｃ経営体の有機栽培米卸売価格は1.7万円，

Ｄ経営体の消費者・実需者直販価格（精米）

は1.8～1.9万円，Ｇ，Ｈ経営体の消費者直販

価格はそれぞれ1.7万円，1.7～1.8万円と高

くなっている。なお，Ｄ経営体は外食産業

等業務用実需者向けの直販も行っており，

販売価格は消費者直販と同様である。

商系業者への卸売販売を行うのはＥ，Ｇ，

Ｈの３経営体で，Ｅ経営体ではJAよりも

高値となることがその理由であり，Ｇ経営

体では酒米や収穫時期が遅くなる直播栽培

米を取り扱ってくれることも要因となって

いる。Ｈ経営体では，構成員農家が12月に

各戸決算をして確定申告する必要性から，

JAの委託販売代金精算の遅さも理由とな

っている。

JAへの委託販売割合が高いのは，北海

道Ａ（9.5割），同Ｂ（７割），東北Ｃ（10割

（C.E.公社）），南関東Ｅ経営体（５割）で，

低いのは近畿Ｇ（1.5割），北関東Ｄ（加工

米のみ），近畿Ｈ（なし）となっている。Ａ

町JAでのヒアリングによれば，稲作付規

模が20haを超えるとJA離れが進むが，

100haを超えると自力での全量販売ができ

ずにJA委託販売に回帰するといわれてい

る。

（５） 米価低下と経営の安定性

前回調査から今回調査までの間に，米の

農家販売価格は13,912円から12,972円へと

6.8％，940円低下した（02～06年，60kg当た

り，農水省｢米生産費統計｣）。

これを受けて，調査経営体の販売単価も

低下しているが，全般的にはJA委託販売

分が低下する一方で，消費者直販分や商系

卸売分，業務用実需者直販分は強含みの横

ばいとなっている。JAへ9.5割委託の北海

道Ａ経営体では1.4万円弱から1.3万円位に，

JAへ７割委託の同Ｂ経営体では1.3万円前

後から1.2万円前後に低下したが，Ｂ経営

体の有機・直販分は2.2万円を維持してい

る。全量C.E.公社（JA）委託販売の東北Ｃ

経営体では，慣行栽培米（△6.8％）のみな

らず減農薬・減化学肥料米（△9.8％），無

農薬・無化学肥料米（△5.5％）も低下した。

一方，北関東Ｄ経営体の消費者・実需者直

販米価格は強含みの横ばい，商系と消費者

直販中心の近畿Ｇ集落農場ではJAへの1.5

割委託分を含めて強含みの横ばい傾向，同

Ｈ集落農場は弱含みの横ばいとなってい

る。また，乾田直播の南関東Ｅ経営体では

JAへの５割委託分を含めて全体で横ばい

を維持している。前記「（4）生産品目と販

売チャネル」で述べた大規模稲作経営体の

一般的経営特性である高付加価値米生産・

消費者直販志向は，米価の長期的低下傾向

のなかでの経営安定策としても機能してい

るといえる。

それと同時に，各経営体の経営限界価格

（支払利子・地代算入生産費回収＝物財費＋家

族労働費確保価格）は，Ｂ，Ｇの２経営体で

上昇した以外は前回調査の水準を維持して
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いる。北海道Ｂ経営体の経営限界価格は５

年前には「半分を高値直販にして，残り半

分のJA出荷分は７千円」だったが，今回

調査では「半分を高値直販にして，JA出

荷分は９千円」と，総販売量（加重平均）

ベースでJA委託販売分の経営限界価格が

１千円上昇した。また，近畿Ｇ集落農場で

は，10,740円から11,504円へと764円（7.1％）

上昇した（筆者試算値）。これらは，生産資

材価格の上昇を受けてのものと考えられ

る。いずれにしろ上昇したＢ，Ｇ経営体に

おいても現行の販売価格は経営限界価格を

上回っており，調査経営体はいずれも経営

の安定性を維持しているが，その要因は多

くに共通して見られる高付加価値・消費者

直販志向の生産・販売戦略によるものとな

っていることに留意する必要がある。一方

でこれとは正反対に，南関東Ｅ経営体は，

省力化，低コスト戦略を採っているが，Ｅ

経営体の経営限界価格が1.2万円と相対的

に高いことにも留意する必要がある。前出

カリフォルニアの稲作経営における物財費

は60kg当たり1,512円であり，日本の全国

10ha以上層における5,967円は約４倍（第１

表の10～15ha農家では6,386円で4.2倍）の水

準にある。

（６） 政策への対応状況

米政策等への対応状況を見ると，①７経

営体すべてが生産調整を実施し，②集荷円

滑化対策に参加し，③水田経営所得安定対

策（収入減少影響緩和対策）に加入してい

る。また，Ｅ経営体は飼料稲栽培について

耕畜連携水田活用対策事業の取組面積助成

を受けているが，政策変更に対応できるよ

うに品種はコシヒカリを採用している。

生産調整に関しては，過剰作付への反発，

水田経営所得安定対策に関しては制度の分

かりにくさと拠出金の多さ，米価1.2～1.3

万円水準では米価が10％下落しても収入減

少影響緩和対策の発動となりにくい北海道

の事情といった反発があった。一方で，交

付金等は基本的にはあてにしないとの意見

もあった。

（７） 営農資材調達等

各経営体の営農資材調達状況を見ると，

すべての経営体でJAからの供給を受けて

おり，北海道Ａ，東北Ｃ経営体では10割，

北関東Ｄ経営体では９割，北海道Ｂ経営体

では６～７割と高く，次いで近畿Ｈ集落農

場が５割，南関東Ｅ経営体が３割，近畿Ｇ

集落農場でも購買が行われており，残りの

部分は商系からの調達となっている。大規

模農家とJAとの関係はどちらかが歩み寄

る必要性があり，Ａ町JAでは肥料，農薬

等に大口，中口，小口で単価に差を設けて

いる。
（注15）

また，北関東Ｄ経営体は大口割引を

受けているが，これは合併前のJAで受け

ていた特典を，合併後のJAにも引き継が

せたものとなっている。

JAの組合員資格は，近畿Ｇ，Ｈ集落農場

において構成員各戸が組合員である他は，

Ａ以下５つの調査経営体の担い手がすべて

直接組合員資格を有しており，近畿Ｇ，Ｈ

集落農場は生産組合自身もJAに出資して
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いる。

しかしながら，一方で営農・経営指導に

関しては，JAによる頻繁な訪問を受けて

いるのは北関東のＤ経営体のみに留まって

いる。

（注15）Ａ町JAでのヒアリングによる。

（８） 今後の方向

調査経営体の今後の方向は，前記「（2）

経営規模の拡大」で述べたここ５年間の動

向を延長したものとなっている。積極的な

北関東のＤ経営体が，引き続いての規模拡

大（09年度に向けて＋５ha）や近い将来に

おける２次加工（モチ，赤飯等）への進出

を企図しているのと，近畿Ｇ，Ｈ集落農場

が水田経営所得安定対策の集落営農要件具

備の必要性もあって２～３年以内での法人

化を目指していることを除くと，残る４経

営体は現状維持（Ａ，Ｂ，Ｃ）から縮小傾向

を含む（Ｅ）ものとなっている。

繰り返しになるが，そこには米価の長期

低落傾向という環境条件も大きく作用して

いるものと考えられる。

統計整理と任意の７市町村，７経営体の

調査から共通する課題を抽出しても一般性

は持ち難いものといえるが，わずかの調査

対象の中からでも明らかとなった事項は示

唆に富むものと考えられる。

第一には生産基盤・技術とコスト対抗力

の問題である。調査経営体の圃場条件を見

ると，すべての圃場が１ha以上の大区画に

整備されているのは入植時に整備されてい

た東北Ｃ経営体のみで，7.5ha圃場を持つ

南関東Ｅ経営体においてさえ１ａ区画から

7.5haまで約80区画の圃場を持っている。

調査経営体全体の圃場区画は，おおよそ30

～60ａ区画となる。それを改善するには，

分散錯圃の解消と圃場整備が必要となる

が，例えば北海道Ｃ経営体では強風により

湛水が一方に吹き寄せられることから１ha

区画の圃場は難しく，近畿Ｈ経営体の圃場

にも傾斜があり，大区画圃場化は難しいも

のとなっている。もちろん分散錯圃は面的

集積の推進によって改善の余地はあるが，

日本においては生産基盤である圃場条件に

おいて既に米国に対するコスト対抗力がな

いものといえる。

また，生産コストの低下のためには乾田

直播による省力効果が高いが，乾田直播に

適する，湿田でない地帯は限られている。

日本においては生産技術の面でも米国産米

へのコスト対抗力がないものと考えられ

る。

第二に，現行の大規模稲作経営の経営限

界米価が，統計上も今回調査でも1.0万円

～1.3万円程度となっていることである。

仮に米の輸入関税撤廃後の米価を８千円と
（注16）

し，経営限界米価との差額を補填するもの

とすると60kg当たり２千円～５千円の財政

支出が必要となる。

第三に，高付加価値米志向がもたらす一

般米・低価格米輸入増の懸念である。調査
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おわりに

ー見えてくる課題ー



経営体のうち低コスト戦略を採っているＥ

経営体以外の６経営体は，高付加価値米生

産と消費者直販による消費者価格での販売

の双方または一方を行っている。実際，経

営志向が強いと考えられる組織法人の販売

米価は，統計上も農家平均値より１千円以

上高い。

今後，米の関税率引下げが行われたり，

国家貿易の枠組みが外される等の自由化が

進んで米価がさらに低下すると，大規模稲

作経営体の多くは経営の安定性，持続性を

求めてこの傾向を一層強めるものと考えら

れる。日本の稲作の多くが大規模化したと

仮定すると，消費の大宗を占める慣行栽培

の一般米の供給に不足が生じることも考え

られ，その需要を輸入米に明け渡すことに

もなろう（同時に高付加価値米の価格は低下

して大規模稲作経営自体の経営も揺らぐ）。

また，外食・中食産業の低価格米需要は，

関税の削減，輸入自由化進展のもとに，現

実問題として輸入米に席捲されるだろう。

一般米や低価格米の供給主体は中小規模

農家である。したがって，政策的にはこれ

らの農家の経営安定化も重要となる。水田

経営所得安定対策では集落営農が担い手と

して認められ，対策２年度目の08年産で

5,655団体，米だけについて見ると11.2万ha

が加入申請した（08年８月，農水省）。しか

し，主食用米生産面積160万ha（08年，同）

から見れば，そのカバー率はあまりに小さ

い。今後の日本の稲作農業の帰趨は，個別

経営体とともに集落営農の組成，育成いか

んにかかっているともいえよう。

（注16）中国からのうるち米SBS輸入平均価格の最
高・最低年の平均8,610円（95～07年，精米
60kg当たり）を玄米換算すると7,800円となる
（農水省｢第１回米流通システム検討会における
委員要求資料｣から算出）。
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